
第５章 水道広域化の方向性

 ⽔道広域化について、⽔道局による⾏政アプローチと「PFI管路更新事業」を活⽤した官⺠
アプローチにより、広域災害時の対応、他都市への技術支援、府域一水道への対応等、今
後の取組強化についての方針を示す

5-1広域的な復旧⽀援体制
5-2広域連携に向けた取組
5-3府域における広域的な水道基盤強化への２つのアプローチ

第５章第１章 第２章 第３章 第４章
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第５章5-1-1 広域的な復旧⽀援体制（取組の現状）

No. 自治体間による応援の枠組み

① 日本水道協会
「地震等緊急時対応の手引き」

②
災害発生時における日本水道協会
関⻄地方支部内の相互応援に
関する協定

③ 19大都市水道局災害相互応援に
関する覚書及び同実施細目

④ 東京都水道局と大阪市水道局の
災害時の救援活動に関する覚書

 我が国の⽔道事業における⼤規模災害時の応援体制は、⾃治体間（⾏政）の枠組みにより確⽴
 応援内容は、⾃治体職員による「応急給⽔隊」と⼯事業者が同⾏する「応急復旧隊」に⼤別
 ⼤阪市は、⽇本⽔道協会・関⻄地⽅⽀部⻑[⼤阪市⻑]として、広域相互救援を調整する役割

＜災害支援の実績＞
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第５章5-1-2 広域的な復旧⽀援体制（取組の強化）

【官⺠連携後（応急復旧）】
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 地震時における最⼤の課題は、被害管路の早期復旧による断⽔の解消
 管路復旧作業にあたる⼯事業者の迅速な調達が必須条件
 現在は、工事業者への個別要請により対応（体制の規模や機動性において限界あり）
 「PFI管路更新事業」においては、市と当該事業者との実施契約により、あらかじめ、地震時における市
内管路網の早期復旧や他都市被災時の復旧⽀援等の役割を明記し、より迅速かつ効果的な災害
対応を実施

【現⾏（応急復旧）】

• 個別対応（各業者への電話要請）
• 小規模
• 時間がかかる（機動性に欠ける）

• ⺠間事業者との協働（実施契約）
• 大規模
• 迅速（機動性に富む）

市内復旧

復旧⽀援隊
編成

体
制
強
化

（協定含む）
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第５章5-2-1 広域連携に向けた取組（現状）

 2006年度より、周辺の⽔道事業体間の「連携協定」に基づき、相互の技術協⼒を実施
 「連携協定」は、現在、⼤阪府、兵庫県、京都府、奈良県内の20事業体と締結
 周辺事業体へのニーズ調査では、経営マネジメント等を含む、より包括的な技術支援の要望が増加

連携事業体（2018年12月末現在）

【これまでの技術支援の取り組み】

 本来業務を担いつつ支障のない範囲で
実施

 「連携協定」を締結し、水質検査、施
設更新⼯事に伴う設計・施⼯監理、⽔
安全計画の作成などを実施

【全国の水道事業体が抱える課題】

 人口減少に伴う水需要の減少
 ⽔道施設の⽼朽化（特に⽼朽管対
策の遅れ）

 技術職員の不⾜ など

泉佐野市

河内⻑野市

尼崎市

大阪市
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＜京都府＞
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八幡市

＜奈良県＞
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大和郡山市

松原市

羽曳野市
藤井寺市

河南町

生駒市
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＜大阪府＞

木津川市

天理市

阪神水道企業団

富⽥林市

奈良市
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第５章5-2-2 広域連携に向けた取組（人員再配置による広域連携の拡大）
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 ⾏政によるアプローチ
• 改正水道法に基づく協議会への参画と広域的な
水道基盤強化への貢献

• 技術支援の専任組織を設置し、支援ニーズ拡大
に対応

• 連携事業体への派遣による人的支援
• 計画段階から事業実施までの一体的支援
• 複数の関連業務や部門全体に対する包括的支援
 官⺠によるアプローチ
• ⺠間事業者の活⽤をプラットフォームとした⼤
阪府下等、⽼朽管対策の広域的促進
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 「PFI管路更新事業」で創出した⼈員の再配置により、局の広域連携体制を強化
 ⾏政並びに官⺠それぞれのアプローチにより、⽔道広域化の推進、⽼朽管対策の広域的促進に寄与

体
制
強
化 運転管理設計・施⼯監理計画策定

技
術
支
援
一
例

広域連携拡大の内容
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第５章5-3 府域における広域的な水道基盤強化への２つのアプローチ
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「PＦＩ管路更新事業」

（民間事業者）

【⺠間によるアプローチ】
プレーヤーとして更新事業を推進
◆更新事業推進のためのプラットフォーム
◆大阪市でのスキームを水平展開
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府域一水道に向けた水道の
あり方協議会
1.一元化

府域水道事業の最適化
等の検討

2.最適配置、施設共同化等
淀川を水源とする浄水場
の最適配置の検討
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【⾏政によるアプローチ】
自治体間の広域連携
◆計画策定支援
・地域ブロックの設定
・事業に向けたスキーム作り
◆モニタリング支援

組織統合

経営統合

施設共同化

管理⼀元化

老朽管対策の推進
参
加
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